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基本的課題 ４ 

《男女がともにあらゆる分野へ参画できるまちづくり（男女共同参画によるまちづくり）》 

（１）政策・方針決定の場への女性の参画拡大 

① 女性のエンパワーメント支援 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

87 

女性のエンパ

ワーメントの

ための意識

改革及び能

力開発 

政策、方針決定の場への

女性の参画を促進するた

め、固定的性別役割分担

意識の解消、女性の意識

改革及び能力向上をめざ

したセミナー、講座等を開

催する。 

人権政策課 

第 1 部として男女共同参画の

視点での防災力向上、第 2 部と

して女性の意識改革とスキル

アップをテーマにセミナーを

各 2 回ずつ開催した。 

参加者数：延べ 171 人 

第 1 部では、避難所生活や

被災時の男女共同参画の視

点の必要性について参加者

に啓発できた。第 2 部では、

女性の起業や対人関係を良

好に保つためのスキルを学

ぶ機会を提供した。 

女性の社会参画や審議会等へ

の登用を促進するために女性

の意識改革や知識・スキル等

の習得をめざしたステップア

ップセミナーを開催する。ま

た、セミナー受講者に対し「八

代市女性人材リスト」への登

録を呼びかけ登録促進を図

る。 

 

88 
女性のチャレ

ンジ支援 

政策・方針決定の場や女

性の進出が少なかった分

野への女性の参画を推進

するため、情報や学習機

会の提供を行い、女性の

意欲を高めて、女性のチャ

レンジを支援する。 

人権政策課 

政策・方針決定の場への参画促

進のため、ステップアップセミ

ナー修了者及び希望者は女性

人材リストに登録し、各種審議

会や委員会委員への就任要請

などを行った。 

 リスト登録者数：61 人 

 リスト活用実績：4 件 

審議会委員等の更新時期

に、女性人材リスト登録者

からの登用が行われてお

り、今後もさらに活用を促

していくことが必要。 

女性人材リストの登録期間は

5 年間で既登録者の大半が今

年度で期間満了となるため再

登録を促すとともにリストを

整備する。 

 

89 

女性の学習

グループの活

動の支援 

政策、方針決定の場への

女性の参画を促進するた

め、女性団体・グループ、

NPO等の学習活動を支援

する。 

人権政策課 

八代市男女共同参画社会づく

りネットワーク（通称：八代み

らいネット）の事務局として活

動支援を行っている。みらいネ

ット会員対象の学習会ほか、い

っそDEフェスタに協働で取組

んだ。 

各種事業を協働で取り組

み、支援につながった。今

後も八代みらいネットの活

動が充実し、活性化するよ

うな支援が必要。 

八代みらいネット事務局とし

て活動を支援する。活動が活

性化するよう会員拡大を図

る。 
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生涯学習課 

八代市の社会教育団体である

ＰＴＡ連絡協議会においては

女性が活躍しているが、「男女

共同参画の推進」をさらに進め

た。 

地域活動においても実際に

は女性が中心となって活動

しているものの、その方針

は依然として代表者である

男性が中心となって決定さ

れている現状でる。 

今後は、各校区のまちづくり

協議会に女性の活躍できる場

にしていただきるよう啓発を

行う。 
 

 

② 市の審議会、委員会等への女性の積極的登用 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

90 

審議会、委員

会等への女

性の積極的

登用 

「八代市審議会等の設置

及び運営に関する基本指

針」では、委員の選任基準

第 5条第 3号で「八代市男

女共同参画計画（平成２１

年度～平成３０年度）に基

づき、女性を積極的に委

員に登用すること。」と規

定しており、政策、方針決

定の場への女性の参画を

促進するため、女性を審

議会等の委員に積極的に

登用する。 

全課かい 

（人権政策課） 

審議会等委員への女性の登用

状況 

H27 年度 32.0％⇒30.1％ 

政策・方針決定の場への参画促

進のため、ステップアップセミ

ナー修了者及び希望者は女性

人材リストに搭載し、各種審議

会や委員会委員への就任要請

などを行った。 

男女共同参画行政推進委員会

において、市の審議会への女性

登用率について報告し、庁内に

おいて女性人材リストの積極

的な活用について呼びかけた。 

H28 年度リスト提供数：4 件 

審議会委員等の更新時期

に、女性人材リスト登録者

からの登用が行われてい

る。今後も継続して庁内に

活用を促していくことが必

要。 

女性人材リストの活用につい

て、庁内に向け継続して周知

し、目標値女性割合 40％を

目指す。 
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③ 地域活動における方針決定の場への女性の参画促進 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

91 

地域で活躍

する女性リー

ダーの育成 

男女共同参画を推進する

市民団体等に対し、研修

会の開催や講師の派遣を

行うとともに、女性人材リ

スト登録者を対象とした研

修会の開催、熊本県男女

共同参画社会づくりリーダ

ー育成事業への派遣によ

り、地域で活躍する人材を

育成する。 

人権政策課 

熊本県男女共同参画社会づく

りリーダー育成事業参加者：3

名 

リーダー育成事業では、男

女共同参画を推進する充実

した学びが提供できた。 

女性人材リスト登録者の意欲

の継続と学習機会とするため

のセミナーを開催する。 

熊本県男女共同参画社会づく

りリーダー育成事業への派遣

を行い、研修後の地域での活

動を促進する。 

 

92 

地域活動に

おける方針決

定の場への

女性の参画

促進 

自治会や地域協議会、ＰＴ

Ａ等の活動において、女性

の能力が発揮できるように

するため、方針決定の場

に女性が参画できるよう働

きかける。また、地域活動

における女性の参画につ

いてあらゆる機会を通じて

啓発する。 

市民活動政策課 

２１地域への住民説明会や出

前講座において、女性役員の登

用について啓発を行った。 

２１地域協議会とのヒアリン

グを行い、女性の参画について

依頼した。 

女性の参画について啓発を

行うことができたが、各種

団体の代表は依然として男

性の割合が多く、ほとんど

変わっていない。 

引き続き、住民説明会や出前

講座、地域協議会とのヒアリ

ングにおいて、女性役員の登

用について啓発を行う。 

 

生涯学習課 

八代市の社会教育団体である

ＰＴＡ連絡協議会においては

女性が活躍しているが、「男女

共同参画の推進」をさらに進め

た。 

地域活動においても実際に

は女性が中心となって活動

しているものの、その方針

は依然として代表者である

男性が中心となって決定さ

れている現状でる。 

今後は、各校区のまちづくり

協議会に女性の活躍できる場

にしていただきるよう啓発を

行う。 

 

人権政策課 

情報紙、市 HP などにより男女

共同参画に関する啓発を行う

とともに、いっそ DE フェスタ

でや各種団体へワークショッ

プ参加及び女性の起業支援と

してハンドメイドフリーマー

ケットを開催するなどし、地域

における男女共同参画への働

きかけをおこなった。 

地域における女性役員登用

に結びつくよう、啓発して

いくことが必要。 

情報誌Ｍｉ☆Ｒａｉ、市広報

紙、市 HP、いっそＤＥフェ

スタ、みらいネット出前講座

などあらゆる機会・媒体を通

じて、地域活動における女性

の参画について啓発する。 
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④ 民間企業・団体等における方針決定の場への女性の参画促進 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

93 

事業所のポ

ジティブ・アク

ション取組み

の促進 

事業所に対し情報提供を

行い、ポジティブ・アクショ

ンを働きかける。 

商工政策課 

十分な周知、情報提供が出来な

かった。 

事業所等に対する「ポジテ

ィブ・アクション」に関す

る情報をうまく把握しきれ

ていない。今後、定期的な

情報収集を実施し、周知を

行うことが必要。 

引き続き、事業所等に対し、

情報提供を行うとともに、自

主的かつ積極的な取組を行う

ように働きかけていく。  

観光振興課 

ふるさとマガジンに登録して

いる会員２，２００名へ女性が

活躍している事業者を３回発

行のうち２回特集し発信した。 

事業所等に対する「ポジテ

ィブ・アクション」に関す

る実態をうまく把握できて

いないものの、女性が活躍

している実態を発信するこ

とで、女性の活躍推進や格

差解消につながると考え

る。 

引き続き、ふるさとマガジン

等の情報誌において、女性の

活躍を発信するとともに、関

係機関へのポジティブ・アク

ションへの理解を働きかけて

いく。 
 

 

（２）農林水産業・商工業など自営業における男女共同参画の推進 

① 女性の経営への参画促進 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

94 
女性の登用

促進 

施策・方針決定の場へ女

性の参画を進めるため、

農業委員や JA、商工関係

団体等の役員等への女性

の登用を働きかける。 

農林水産政策課 

 JA の女性理事は２名。八代

市農業委員会の女性委員は２

名。 

 農村婦人の家、龍峯農業研修

所の運営委員について、農村婦

人の家 6 名中 4 名、龍峯農業

研修所 6 名中 2 名、農事研修

センター7名中2名の女性委員

を登用している。 

 JA、農業委員会、運営委

員に女性が入ることで、女

性の視点からの施設運営に

取り組むことができてい

る。 

また、JA、農業委員会の女

性委員については、市の各

審議会等にも参画いただ

き、市の施策についての意

見もいただいている。 

 JA の女性理事の登用につ

いて、引き続き要請を行って

いく。 

 農業委員について、３０年

度の改選から市長の選任とな

ることから女性の選任につい

て検討を行う。 

 施設の運営委員について

は、女性の積極的な登用を行

っていく。 

農村婦人の家、龍峯農業研修

所、農事研修センターともに

Ｈ29 年度からコミュニティ

センターに移行するため、各

運営委員は廃止となった。 

 JA の女性理事は２名。

八代市農業委員会の女性

委員は２名。 

 農村婦人の家、龍峯農業

研修所の運営委員につい

て、農村婦人の家 6 名中

4 名、龍峯農業研修所 6

名中 2 名、農事研修セン

ター7 名中 2 名の女性委

員を登用している。 
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水産林務課 

各漁協や森林組合等に対して、

役員への女性登用を働きかけ

た。 

女性役員の登用には至って

おらず、引き続き働きかけ

が必要である。 

引き続き、漁協や森林組合理

事への女性登用について、組

合の理解を得られるよう啓発

を行っていき、各団体とも最

低でも１名以上を登用した

い。 

 

商工政策課 

八代市工業振興協議会の理事

として女性経営者に委員とな

ってもらっている。 

経営層には依然として男性

が多く、女性の登用を働き

かけるうえではより一層の

啓発活動が必要。 

今後も関係する組織等におい

ては女性の登用を積極的に行

うよう働きかけを実施してい

く。 

 

95 

 

 

 

農業協同組

合及び漁業

協同組合の

女性正組合

員加入の促

進 

女性の意見を農林水産業

組合等に反映させるため、

女性の正組合員加入、役

員登用について団体の理

解を得られるよう啓発を行

う。 

農林水産政策課 

加工や販売などを積極的に行

っている女性の正組合員への

促進依頼。 

農産物や加工品の開発・販

売など女性が得意とする分

野も多く、JA の運営におい

て今後も女性の正組合員加

入への促進は必要であるた

め、今後も継続した働きか

けが必要と思われる。 

農業経営における女性の持て

る能力を発揮するために、積

極的に活動を行っている女性

はもちろんのこと、その他の

女性もその役割が正当に評価

されるように、女性の正組合

員としての加入の促進や役員

登用について、ＪＡに対して

働きかけを行う。 

 

水産林務課 

各漁協や森林組合等に対して、

女性の正組合員加入、役員登用

について啓発を行った。 

・現在の女性組合員の状況 

 漁協組合員 約 1,003 名

中、約 107 名 

 森林組合員 約 3,095 名

中、約 509 名 

女性組合員数は、増加して

いるものの役員への登用が

少ないことから、引き続き

役員への登用についても啓

発を行う必要がある。 

世帯主が男性であっても、加

工や販売などを積極的に行っ

ている女性に、漁協や森林組

合の組合員への加入につい

て、組合の理解を得られるよ

う啓発を行う。 
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96 
女性の経営

参画促進 

女性の生産技術、経営管

理能力の向上のため、関

係機関・団体と連携して、

講習会や研修会及び交流

の機会を拡大する。また、

女性の経営参画を促進

し、共同経営者としての位

置づけを明確にするため、

女性認定農業者の認定、

家族経営協定の締結推進

を図る。 

農林水産政策課 

【女性認定農業者の認定】 

認定農業者の更新時に、夫婦共

同申請を推奨した。 

【家族経営協定】 

家族経営協定を締結し、経営に

参画している女性農業者には、

農業者年金、農業改良資金等の

メリットがあることを伝え、家

族経営協定の締結を促進。 

【地産地消味噌作り研修】 

くまもとふるさと食の名人を

講師に地産地消味噌作り研修

を行った。女性農業者５人が参

加した。 

【健康料理講習会】 

主に女性農業者を対象として、

栄養士による健康料理講習会

を開催した。 

平成 28 年度は再締結を含

め 22 件の家族経営協定の

締結が行われた。平成 29

年度はもう少し増加するよ

うにしたい。 

地産地消味噌作り研修、健

康料理講習会以外は、予算

の関係もあり独自に実施で

きるものが少ないため、県

等他団体主催のものの情報

提供にとどまる部分あり。 

家族経営協定締結を推進する

ことにより、女性の農業経営

参画を促進していく。 

【農業技術者養成講座】 

農業経営に関する知識習得や

農業実習を通し、農業経営に

役立てるため開講し、女性の

積極的な参加を促す。 

 

水産林務課 

各漁協を通じて、女性向けの講

習会等への参加を促した。 

また、女性だけで組織されてい

る林業研究クラブの五家荘し

ゃくなげ会では、八代林業普及

協会への加入により、講習会等

への参加機会が増加した。 

女性グループの講習会等へ

の積極的な参加を促すた

め、引き続き開催情報の提

供や活動への支援が必要で

ある。 

引き続き、漁協・森林組合を

通じて、女性の生産技術、経

営管理能力の向上に関する情

報を提供する。 

講習会や研修会及び交流の機

会については、市としても積

極的に出席し、情報の共有化

を図る。 
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97 
女性リーダー

の育成 

県農業女性アドバイザー

認定や各団体・組織活動

の充実のため研修会・講

習会を実施し女性リーダ

ーの育成を行う。 

 

農林水産政策課 

【くまもとふるさと食の名人

認定証交付式研修会】 

地元食材を使った料理でくま

もとを代表する料理を作る人

を認定してレシピの普及に努

める。１１月には、食の名人を

講師に地産地消味噌作り研修、

「食育体験スクール」を行っ

た。 

【熊本県農業女性アドバイザ

ー】 

新たに 1 名のアドバイザーを

推薦し、県で認定され、現在

10 名が認定されている。県主

催の研修会や、市で行う各種研

修会に参加されており、地域の

リーダーとして活動されてい

る。 

くまもとふるさと食の名人

は、食育活動など、地域で

積極的に活動されている。 

熊本県農業女性アドバイザ

ーについても、地域内で積

極的に活動されている。今

後も積極的な活用を検討し

ていきたい。 

食の名人の活動支援を行うと

ともに、その周知につながる

事業を実施する。 

 

熊本県農業女性アドバイザー

の有効活用を図り、これを核

とした地域への波及に努め

る。 

 

② 女性の起業に対する支援 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 
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農林水産業

の振興につな

がるチャレン

ジ活動への

支援 

農林水産業に従事する女

性グループの地域農林水

産業の振興につながるチ

ャレンジ活動（加工、生産

活動等）に対する支援を行

う。 

農林水産政策課 
なし 
 

 

－ 

 

－ 
 

水産林務課 

各漁協や森林組合を通じて、情

報提供を行った。 

また、林家関係者による、水と

緑のふれあいスクール等のイ

ベントにおいて、シカ肉の竜田

揚げやイノシシ肉のシシ汁等

の実演・提供を通じてジビエ料

理の理解と普及促進を図った。 

 

 

他の女性グループにおいて

も、それぞれチャレンジ的

な活動を実施されている

が、さらなる向上のために

も情報の提供や活動への支

援が必要である。 

引き続き、漁協・森林組合を

通じて、加工食品開発などの

活動を支援するため、女性へ

の情報提供を行う。 

また、市としてもチャレンジ

活動への新たなメニューを検

討していく。 
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99 
食育・交流活

動等の促進 

地域の農林水産業を活か

した食文化・地域文化を継

承するため、地域や学校、

関係機関の連携を図り、

豊かな食育活動や伝統的

な食文化の継承を支援す

る。 

農林水産政策課 

生活研究グループによる地元

小・中学校への伝統料理教室を

開催した。 

「食育体験スクール」を親子を

対象に開催。栽培から調理まで

の体験を地元の女性農業者や

管理栄養士を講師に招いて実

施した。 

県の「学校給食支援事業」で、

関係機関等を対象に食育・地産

地消講演会を開催。関係機関で

作る食育・地産地消連携会議を

開催した。 

今後も関係機関の連携を図

り、農林水産業を活かした

食育活動を行っていく。 

「学校給食支援事業」は熊

本県の事業であるため、継

続性のある事業展開方法の

検討が必要。 

県の学校給食支援事業を活用

して地域の食育・地産地消の

意識醸成のための「食育・地

産地消フォーラム」等を開催

する予定。地域や学校を巻き

込んだ事業展開を図る。 

 

水産林務課 

水とみどりのふれあいスクー

ルを開催し、3 つの女性グルー

プから 10 名の参加があった。 

ふれあいスクールについて

は、準備会議から女性グル

ープの参加を得て、積極的

に意見を出してもらい、運

営面での連携が図れた。 

また、各漁協で継承されて

いる地域等との取組みは、

貴重な市民との交流の場で

あり、積極的に協力してい

きたい。 

これまで継承されていた事業

については、引き続き各団体

での継続を市としても支援し

ていく。 

また、本課で主催している「水

とみどりのふれあいスクー

ル」については、今後も、特

に女性の参加者及びスタッフ

の意見や反省点を生かして取

り組んでいきたい。 

  

学校教育課 

食育体験活動育成事業｢食育推

進校｣を龍峯小学校に委嘱。保

護者・生産者・地域人材等と連

携を図りながら、生命を尊重し

食に感謝する態度・心情を育

み、よりよく生きるための思考

力・判断力育成を目指した取組

を実践した。 

○児童生徒及び保護者の意識

及び朝食摂取実態調査（中学校

区で連携） 

○栽培・収穫・調理体験、農業

体験（バケツ稲づくり） 

○地域徒の連携（藤棚給食、さ

つまいも栽培） 

○栄養教諭との連携 

○保護者啓発の工夫 

龍峯小学校の取組について

は、平成２９年度八代市学

校給食研究協議大会及び熊

本県学校給食研究協議大会

にて発表予定。食育推進校

における取り組みや児童生

徒の食に関する課題を関係

者間で共有し、八代市にお

ける食育推進につなげてい

く。 

○食育体験活動育成事業｢食

育推進校」を小学校１校に委

嘱予定である。児童生徒の実

態を把握し､発達段階に応じ

た取り組みを推進する。 

○学校・家庭・地域や各機関

との連携を図り、地域産業・

地域人材の活用啓発に努め

る。 
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生涯学習課 

多くの方に環境問題や第一次

産業の現状と、その食育とのつ

ながりを知り食の大切さを理

解するため、親子を対象とした

市民教育講座「食育」を２回開

催した。その他、男の料理教

室・八代産の魚を使った漁師め

し体験教室、親子で体験（パテ

ィシエを招いてスイーツ作り)

を開催した。 

色々な世代や年齢層に食育

の体験をしていただいた。 

引き続き、食育関係の講座や

料理体験教室を行っていく。 

 

100 
女性の起業

活動の支援 

県や農業協同組合、漁業

協同組合、商工関係団体

等と連携して、女性の視点

やアイデアを生かした特産

品の加工品開発、直売所

等の起業活動を支援す

る。 

農林水産政策課 

国・県からの研修等を周知し、

女性農業者等が参加した。 

積極的に活動しているグル

ープのニーズを把握し、適

切な情報提供をする。 

今後も関係機関の連携を図

り、女性農業者グループの支

援を行っていく。 

 

水産林務課 

鏡町漁協による「鏡オイスター

ハウス」は、女性の視点やアイ

デアを生かすとともにスタッ

フとして活動された。 

林業関係では、ジビエ料理の拡

大を図るためイベント等での

実演を行った。 

鏡オイスターハウスについ

ては、女性の意見を取り入

れたことが功を奏したが、

マスコミの取材に、女性が

積極的に協力できたことも

大きい。他の組合でも女性

のアイデアや参画を生かし

た取組みを進めたい。 

ジビエについては、女性の

細やかな感性による盛り付

けや味付けの工夫により、

認知を高め、特産品化を図

る必要がある。 

引き続き、漁協・森林組合を

通じて、女性の視点やアイデ

アを生かした加工品の開発や

起業活動に対する情報提供を

行うとともに、積極的な支援

を行う。 

 

商工政策課 

平成 27 年度より、創業支援の

ためのワンストップ窓口を設

置し、商工会・商工会議所等と

連携した取組を実施。その他、

商品開発のための支援も実施

しており、それぞれに女性経営

者の制度活用の実績あり。 

創業支援のワンストップ窓

口を設置したことで、女性

の企業相談等についてもス

ムーズな連携を図ることが

可能となった。 

商工会議所等との連携を深化

させることで、今後も女性の

起業家支援を図っていく。 
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農林水産業

における男女

共同参画意

識の浸透(再

掲） 

国、県と連携して、農林水

産業における男女共同参

画意識の浸透を図るた

め、情報提供やイベント開

催を行う。 

農林水産政策課 

農山漁村男女共同参画推進セ

ミナーへの参加を促し、農山漁

村における女性の地位向上の

事例発表及び研修を受講した。 

女性農業者グループの高齢

化による活動の停滞 

今後も女性農業者を対象とし

た研修会を開催するととも

に、検討の事業への積極的参

加を促す。 

 

水産林務課 

各種のイベントに際して、女性

スタッフを登用し、企画・運営

への参画を図った。 

・水とみどりのふれあいスクー

ル 1２名 

（森林インストラクター 2

名） 

イベントの企画・運営にあ

たっては、女性の意見や発

想は貴重かつ重要である。 

今後も積極的な参画を促す

必要がある。 

引き続き、漁協・森林組合を

通じて、随時、意識啓発のた

めの情報提供に努め、女性で

も対応可能であったにも関わ

らず、これまで男性中心で実

施してきたイベントやイベン

トにおけるブースなど積極的

な参画を促し、男女共同参画

意識の浸透を図る。 

また、県や市が行う男女共同

参画に関する講演会等には、

重ねて案内を行う。 

 

  

（3）男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 

①  男女共同参画の視点に立ったまちづくり、地域おこしを通じた地域活性化 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 

102 

男女がともに

参画するまち

づくり 

住民自治によるまちづくり

組織「地域協議会」におい

て、男女共に参画し、誰も

が暮らしやすいまちづくり

ができるよう働きかける。 

また、環境問題への取組

や地域での見守り活動な

どを支援し、男女が共に地

域活動に参画することで

地域の活性化につなげ

る。 

市民活動政策課 

２１地域への住民説明会や出

前講座において、女性役員の登

用について啓発を行った。 

２１地域協議会とのヒアリン

グを行い、女性の参画について

依頼した。 

協議会は各種団体の長が主

体となっており、女性の占

める割合は低い。 

２１地域協議会とのヒアリン

グにおいて、女性の役員登用

について啓発を行っていく。 

事務運営マニュアルを作成予

定であり、マニュアルの中に

女性の視点と取り入れたまち

づくりや役員の登用について

記載する。 

  

環境課 

平成 28 年度 

環境関係出前講座開催実績 

   ・・・・11 回 

平成 28 年度は、熊本地震

の影響等により、市職員に

よる出前講座の開催回数は

減少した一方、近年、環境

団体等による出前講座も多

く開催されるようになって

いる。今後、市や環境団体

等の各主体の連携・役割分

担のもと、環境学習の推進

を図っていくことが必要で

ある。 

環境に関する出前講座につい

ては、引き続き、広報・周知

を行うとともに、次期環境基

本計画の検討に併せて、環境

学習のあり方について検討を

行う。 
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健康福祉政策課 

民生委員やふれあい委員によ

る見守り活動を継続して実施

した。 

今後も継続した活動が有効

である。 

引き続き、民生委員やふれあ

い委員による見守り活動を行

い、地域活動に参画できるよ

う支援を行っていく。 

 

 

②防災・復興・防犯活動等における男女共同参画の推進 

№ 具体的施策 取組内容 担当課 28年度の取組み 各課の評価と課題 29年度以降の取り組み 
八代市男女共同参画 

審議会意見・提案 
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男女がともに

参画する安

心・安全のた

めの取組 

男女共同参画の視点で行

う青少年健全育成のため

の活動や、自主防災組

織、地域防災活動への支

援を行う。 

人権政策課 

女性の視点を取り入れた青少

年指導員の街頭指導や、社会を

明るくする運動により、青少年

健全育成を通して、だれもが暮

らしやすい地域社会づくりに

取り組んだ。 

男女ともに青少年指導員に

よる街頭指導を実施するこ

とができたが、指導時間帯

や地域状況に応じた巡回経

路の検討が必要。 

青少年指導員に女性の加入を

促進するとともに、女性の視

点を取り入れた巡回指導の時

間帯と巡回経路の見直しをさ

らに進める。また、防犯マッ

プの充実と活用を図る。 

 

危機管理課 

各地区の自主防災組織におい

て、お互いを尊重した男女協働

の防災活動をお願いしている。 

実際の出前講座や各種訓練

にも女性にも多数参加して

もらい、防災意識の高揚を

高めている。少子高齢化が

進む中、若者の参加を増や

す必要がある。 

今後も老若男女を問わず、市

民一人一人が「自分が住む地

域は自分が守る」という当事

者意識を持ち、災害に関する

正しい知識や災害予防・災害

応急処置などの防災意識を高

めていく。 

 

 


